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（100%出資会社）

県信ビジネス
サービス株式会社
（子会社）

当 組 合

事業の概況
当組合グループは、当組合および連結子会社１社で構成されてい

ます。
連結子会社は、「県信ビジネスサービス株式会社」で当組合に係る

用務の引受けを主要業務としておりますが、それらの事業の全体に占
める割合は僅少であります。
連結経常収益は７，２８３，１８９千円、連結経常利益１，５５６，７４１千円、

当期純利益１，１７８，９９１千円であり、今後も堅実経営を堅持しながら
事業内容の見直しにより更なる効率化を図ってまいります。

●当組合及び子会社等の主要事業内容・組織構成
当組合グループにおいて営まれている主要な事業の内容と当組合並びに子

会社・子法人等・関連法人等の位置付けは次のとおりであります。
◎ 当組合は、本店のほか３７支店において預金業務・貸出業務・内国為替業

務を中心に各種金融サービスを提供しております。
◎ 県信ビジネスサービス株式会社は、当組合に係る用務の引受けを主要業

務として行っております。

連結財務諸表の作成方針
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社数 １社（県信ビジネスサービス株式会社）
（２）非連結子会社数 ０社
当組合の子会社及び子法人等は、県信ビジネスサービス
株式会社の１社であります。

２．持分法の適用に関する事項
当組合には、非連結子会社・非連結子法人等及び関連法人
等はございませんので、該当事項はありません。

３．連結される子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社（１社）の決算日は３月末日であります。

４．のれんの償却に関する事項
のれんは発生しておりませんので、該当事項はありません。

５．剰余金処分項目等の取扱いに関する事項
連結剰余金計算書は連結会計期間において確定した利益処
分に基づいて作成しております。

連結セグメント（事業別経常収益等）情報
連結会社は、金融業務のほかに一部で、計算事務受託業務、事業用不動産管理業務などの事業を営んでおりますが、それらの

事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

名 称 県信ビジネスサービス株式会社
所 在 地 大分市中島西３丁目１番２号
設立年月日 昭和６２年１２月２５日
決 算 月 ３月
事 業 区 分
（根拠条文）

信用協同組合の行う事業に従属する業務
（協金法施行規則第４条第４項）

役 職 員 数 ２０名
資 本 金 １０，０００千円
当組合グループ
が所有する株式
等の出資割合

うち当組合分 １００％
うち当組合グループ会社の持分 ０％

支 配 関 係 子会社

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
経 常 収 益 ６，４６８，９７０ ６，０５０，３４３ ６，２８２，７７３ ６，８１７，７５１ ７，２８３，１８９
経 常 利 益 ３７５，６００ ５８０，７６６ ７３１，６８６ １，８４８，７６５ １，５５６，７４１
当 期 純 利 益 ２４３，６５３ ３９１，５４６ ６８３，７７１ １，８１４，２５６ １，１７８，９９１
純 資 産 額 １９，７３８，４８５ ２０，６８０，５１３ ２０，７９３，２５８ ２０，２９８，８２９ ２１，０６９，９０９
総 資 産 額 ４８７，３８７，７３３ ５２９，９５２，８６９ ５４２，０３３，６２３ ５３６，３５９，５８８ ５３７，９６６，２５８
連結自己資本 比 率 ９．１５％ ８．９６％ ９．０２％ ９．２１％ ９．０５％

当組合及び子会社等の概況
子会社等の状況 （令和６年３月末現在）

財産の状況（連結）

連結の業務指標 （単位：千円）

（注）残高計数は期末日現在のものであり、総資産額には債務保証見返は含んでおりません。
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（注）１． 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、表示単位未満を
切り捨てて表示しております。

（注）２． 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会
社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては事業
年度末の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし、市場価
格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の
評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

（注）３． 土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地の再評価
を行っております。なお、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延
税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産に計上
しております。
再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日

（旧杵築信用金庫については、平成１１年３月３１日）
当該事業用土地の再評価前の帳簿価額 ２，４８２百万円
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額 ４，０３５百万円
同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年政令第１１９号）第２条第４号に定める地価税
法第１６条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に基づいて奥行
価格補正等合理的な調整を行って算出

同法第１０条に定める再評価を行った事業用土地の決算期における時価の合計額と当該事業用土地
の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 △１，７９６百万円

（注）４． 有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備
を除く）並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用
しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ２０年～５０年 その他 ３年～１５年

（注）５． 無形固定資産の減価償却は定額法により償却しております。なお、自組合利用のソフトウェアについて
は、当組合内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

（注）６． 外貨建の資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
（注）７． 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

日本公認会計士協会 銀行等監査特別委員会報告第４号「銀行等金融機関の資産の自己査定並
びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（令和４年４月１４日）に規定する正常先債
権及び要注意先債権に相当する債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間
の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実績を
基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これ
に将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、
債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と
認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額か
ら担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。なお、
当組合の貸出債権を資本的劣後ローンに転換し、当該ローンを債務者区分の判断において債務者の
資本と見なす場合においては、予想損失率に基づき引き当てております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店において第１次の査定を実施し、融資部にお
いて第２次の査定を実施した上で、営業関連部門から独立した監査部が検証を行っており、その検証
結果により上記の引き当てを行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額及び
保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額し
ており、その金額は２，２２０百万円（累計額）であります。

（注）８． 賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事
業年度に帰属する額を計上しております。

（注）９． 退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見

科 目 令和４年度 令和５年度
（負債の部）

預 金 積 金 ５０１，８９５ ５１４，２７１
譲 渡 性 預 金 ―― ――
借 用 金 １１，９４５ ４
売渡手形及びコールマネー ―― ――
売 現 先 勘 定 ―― ――
債券貸借取引受入担保金 ―― ――
コマーシャル・ペーパー ―― ――
外 国 為 替 ―― ――
そ の 他 負 債 １，２９８ １，７０３
賞 与 引 当 金 ８９ ８９
役 員 賞 与 引 当 金 ―― ――
退 職 給 付 に 係 る負 債 ４５ １７
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ２５６ ２８５
そ の 他 の 引 当 金 ３０ ２５
特 別 法 上 の 引 当 金 ―― ――
繰 延 税 金 負 債 ―― ――
再評価に係る繰延税金負債 ４９８ ４９７
債 務 保 証 １，０９２ ９７４
負 債 の 部 合 計 ５１７，１５３ ５１７，８７１

（純資産の部）
出 資 金 １４，０７６ １３，９５４
優 先 出 資 申 込 証 拠 金 ―― ――
資 本 剰 余 金 ―― ――
利 益 剰 余 金 ８，４０１ ９，４６９
自 己 優 先 出 資 金（△） ―― ――
自己優先出資申込証拠金 ―― ――
組 合 員 勘 定 合 計 ２２，４７８ ２３，４２４
その他有価証券評価差額金 △３，２２９ △３，４０３
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ―― ――
土 地 再 評 価 差 額 金 １，０５０ １，０４９
為 替 換 算 調 整 勘 定 ―― ――
退職給付に係る調整累計額 ―― ――
評価・換算差額等合計 △２，１７９ △２，３５４
新 株 予 約 権 ―― ――
非 支 配 株 主 持 分 ―― ――
純 資 産 の 部 合 計 ２０，２９８ ２１，０６９
負債及び純資産の部合計 ５３７，４５２ ５３８，９４０

科 目 令和４年度 令和５年度
（資産の部）

現 金 預 け 金 １３６，０５３ １２６，４１０
買入手形及びコールローン ―― ――
買 現 先 勘 定 ―― ――
債券貸借取引支払保証金 ―― ――
買 入 金 銭 債 権 ―― ――
金 銭 の 信 託 ―― ――
商 品 有 価 証 券 ―― ――
有 価 証 券 １１６，３１４ １０４，２２６
貸 出 金 ２７６，９６９ ２９９，５１７
外 国 為 替 ―― ――
そ の 他 資 産 １，８３４ ２，３５２
有 形 固 定 資 産 ６，３４０ ６，４１０
無 形 固 定 資 産 ９８ ７９
退 職 給 付 に 係 る資 産 ―― ――
繰 延 税 金 資 産 ３６４ ３６１
再評価に係る繰延税金資産 ―― ――
債 務 保 証 見 返 １，０９２ ９７４
貸 倒 引 当 金（△） １，６１６ １，３９２
そ の 他 の 引 当 金（△） ―― ――

資 産 の 部 合 計 ５３７，４５２ ５３８，９４０

連結貸借対照表 （単位：百万円）

（令和５年度連結貸借対照表の注記事項）
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貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

（１） 預け金（＊１） １２２，５５５ １２１，９６４ △５９１
（２） 有価証券 １０３，８５５ １０３，７６５ △９０

満期保有目的の債券 １４，６５８ １４，５６８ △９０
その他有価証券 ８９，１９７ ８９，１９７ ―

（３） 貸出金（＊１） ２９９，５４９
貸倒引当金（＊２） １，３７７

２９８，１７１ ２７９，８４８ △１８，３２２
金融資産計 ５２４，５８２ ５０５，５７８ △１９，００４

（１） 預金積金（＊１） ５１４，２７１ ５１３，８７６ △３９５
（２） 借用金 ４ ４ ―

金融負債計 ５１４，２７６ ５１３，８８１ △３９５

（単位：百万円）

（＊１）預け金、貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる
金額」が含まれております。

（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（注１）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
（１） 預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時
価としております。満期のある預け金については、市場金利で割り引くことで現在価値を算定
し、当該現在価値を時価とみなしております。

（２） 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっ

ております。投資信託は、公表されている基準価額によっております。
なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については（注）２５．に記載しております。

（３） 貸出金
貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸

倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方法により算出した時価に代
わる金額として記載しております。
① ６カ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、その
貸借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額）。

② ①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を同様の新
規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いた価額を時価とみなしております。

金融負債
（１） 預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿簿価）を時価とみなして
おります。定期性預金の時価は、一定の金額帯及び期間帯ごとに将来キャッシュ・フローを作
成し、元利金の合計額を一種類の店頭表示利率で割り引いた価額を時価とみなしておりま
す。

（２） 借用金
借用金については、無利息で借入しており、同様の借入をしても利率が変わらないため、帳

簿価額を時価としております。
（注２） 市場価格のない株式等及び組合出資金は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含

まれておりません。

区 分 貸借対照表計上額
子会社株式（＊１） －
非上場株式（＊１） ３６１
組合出資金（＊２） ９

合 計 ３７０

（単位：百万円）

（＊１）子会社株式及び非上場株式については、企業会計基準適用指針第１９号「金融商品
の時価等の開示に関する適用指針」（令和２年３月３１日）第５項に基づき、時価開示の
対象とはしておりません。

（＊２）組合出資金は、企業会計基準適用指針第３１号「時価の算定に関する会計基準の適
用指針」（令和３年６月１７日）第２４－１６項に基づき、時価開示の対象とはしておりませ
ん。

込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。数理
計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。
数理計算上の差異 各発生年度の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）による定
額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理
また、当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（総合設立型企業年金基
金）に加入しており、当組合の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、
当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。
なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当組合の割合並
びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
（１） 制度全体の積立状況に関する事項（令和５年３月３１日現在）

年金資産の額 ２１９，０７９百万円
年金財政計算上の数理債務の額と
最低責任準備金の額との合計額 ２１６，１１６百万円
差引額 ２，９６２百万円

（２） 制度全体に占める当組合の掛金拠出割合（自令和４年４月１日 至令和５年３月３１日）
２．３４９％

（３） 補足説明
上記（１）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１１，０９４百万円であ

ります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間２０年の元利均等償却であり、当組合
は、当事業年度の計算書類上、当該償却に充てられる特別掛金３０百万円を費用処理しておりま
す。
なお、上記（２）の割合は当組合の実際の負担割合とは一致しておりません。

（注）１０． 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の
支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

（注）１１． 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるた
め、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり必要と認める額を計上しております。

（注）１２． 偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度に基づく負担金の支出に備えるため、将来の負
担金支出見込額を計上しております。

（注）１３． 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除
対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、５年間で均等償却を行っております。

（注）１４． 理事及び監事に対する金銭債権総額 １百万円
（注）１５． 理事及び監事に対する金銭債務総額 ２６１百万円
（注）１６． 子会社の株式の総額 １０百万円
（注）１７． 子会社に対する金銭債務総額 ２７百万円
（注）１８． 有形固定資産の減価償却累計額 ６，５６１百万円
（注）１９． 協同組合による金融事業に関する法律及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づ

く債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息及び
仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 ８２４百万円
危険債権額 ４，０９９百万円
三月以上延滞債権額 ６６百万円
貸出条件緩和債権額 －百万円
合計額 ４，９９０百万円
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立

て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、

契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権
及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸

出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更
生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

（注）２０． 手形割引により取得した商業手形の額面金額は、４７８百万円であります。
（注）２１． 担保に提供している資産は、次のとおりであります。

担保提供している資産 預 け 金 ６，０２０百万円
上記のほか、預け金２４，０７９百万円を公金取扱い２９百万円、為替決済保証金２４，０００百万円、及び仮
差押保証金５０百万円のために担保として提供しております。また、別途全信組連保障基金として１，３９９
百万円を差し入れております。

（注）２２． 出資１口当たりの純資産額１５２円６３銭
（注）２３． 金融商品の状況に関する事項

（１） 金融商品に対する取組方針
当組合は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）

をしております。
（２） 金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事
業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒され
ております。
なお、外国証券の一部は、利子の受け取りにおいて為替の変動リスクに晒されているものがあり

ます。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

（３） 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理

当組合は、融資事務取扱規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金につい
て、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権へ
の対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか融資部並びに与信管理部、営業統括部により行わ
れ、また、定期的に経営陣による融資審査委員会や常務会及び理事会を開催し、審議・報告を
行っております。
さらに、与信管理の状況については、経営管理部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関し

ては、総合企画部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

② 市場リスクの管理
ⅰ 金利リスクの管理

当組合は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
ALMに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、

ALM小委員会及びALM委員会又は経営会議において決定されたALMに関する方針に
基づき、常務会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
日常的には総合企画部及び経営管理部において金融資産及び負債の金利や期間を総

合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで
常務会に報告しております。
なお、ALMにより、金利の変動リスクをヘッジするための対応等について、ALM委員会等
で協議を行っています。
ⅱ 為替リスクの管理

当組合は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。
ⅲ 価格変動リスクの管理

有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM委員会等の方針に基づき、理事
会の監督の下、資金運用規程に従い行われております。
このうち、総合企画部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の
設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。
総合企画部で保有している株式の多くは、事業推進目的で保有しているものであり、取引

先の市場環境や財務状況などをモニタリングしています。
これらの情報は総合企画部及び経営管理部を通じ、常務会及びALM委員会等におい
て定期的に報告されております。
ⅳ 市場リスクに係る定量的情報

当組合では、「有価証券」のうち債券、株式及び投資信託、「貸出金」、「預け金」、「預金積
金」、「借用金」の市場リスク量をVaRにより月次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額
の範囲内となるよう管理しております。
当組合のVaRは「有価証券」にあたっては分散共分散法（保有期間６０日、信頼区間片

側９９％、観測期間２４０営業日）、「貸出金」、「預け金」、「預金積金」、「借用金」、「有価証券」
の内債券にあたってはモンテカルロシミュレーション法（保有期間１２０日、信頼区間片側
９９％、観測期間２５０営業日）により算出しております。
なお、当組合では、VaRによる市場リスク計測の有効性を確認するため、日々のVaRと損
益を比較するバックテストを定期的に行っています。
ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リ
スク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスク
は捕捉できない場合があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当組合は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境

を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。
（４） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等
によった場合、当該価額が異なることもあります。

（注）２４． 金融商品の時価等に関する事項
令和６年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、
市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。



Disclosure 2024

資
料
編
／
計
数
資
料（
連
結
）

５７

貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

地方債 ３，５２４百万円 ３，６０３百万円 ７８百万円
社 債 ８９４ ８９７ ２
その他 － － －
小 計 ４，４１９ ４，５００ ８０

貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

地方債 ３，４４４百万円 ３，３０７百万円 △１３６百万円
社 債 ２，５００ ２，４９１ △８
その他 ４，２９３ ４，２６７ △２６
小 計 １０，２３８ １０，０６７ △１７０
合 計 １４，６５８ １４，５６８ △９０

貸借対照表
計 上 額 取得原価 差 額

株 式 ６５８百万円 ３３１百万円 ３２６百万円
債 券 ７，４０７ ７，３５６ ５１
国 債 １，００１ １，００１ ０
地方債 ２，５７０ ２，５４６ ２４
社 債 ３，８３５ ３，８０８ ２６

その他 １，２３７ １，０５１ １８６
小 計 ９，３０３ ８，７３８ ５６４

貸借対照表
計 上 額 取得原価 差 額

株 式 １９百万円 ２０百万円 ０百万円
債 券 ７６，９８７ ８０，６５８ △３，６７１
国 債 ４，３９８ ５，００８ △６１０
地方債 ３４，１００ ３６，２５７ △２，１５６
社 債 ３８，４８８ ３９，３９３ △９０４

その他 ２，８８６ ３，１８２ △２９６
小 計 ７９，８９４ ８３，８６２ △３，９６８
合 計 ８９，１９７ ９２，６０１ △３，４０３

【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】

（注）その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく
下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理
（以下「減損処理」という。）しております。当事業年度における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおり定めております。
① 時価が取得原価に比べて５０％以上下落した場合。
② 時価が取得原価に比べて３０％以上５０％未満下落した場合は、過去の一定期間の下

落率を勘案します。

１年以内 １年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超

債 券 ６，４２３百万円 ２４，５５７百万円 ４２，４４５百万円 ２０，４３８百万円
国 債 １，０１１ － － ４，３８８
地方債 ２，０００ ９，７６５ ２１，８２７ １０，０４６
社 債 ３，４１０ １４，７９１ ２０，６１７ ６，００３

その他 － ４，３９６ － －
合 計 ６，４２３ ２８，９５３ ４２，４４５ ２０，４３８

（注）２５． 有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
（１） 売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
（２） 満期保有目的の債券
【時価が貸借対照表計上額を超えるもの】

【時価が貸借対照表計上額を超えないもの】

（３） 子会社株式で時価のあるものはありません。
（４） その他有価証券
【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】

（注）２６． 当事業年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
売却価額 売却益 売却損

５，８９６百万円 ５０４百万円 ４５７百万円
（注）２７． その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還予定額は次のとお

りであります。

（注）２８． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約す
る契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、２１，５９１百万円であります。このうち原契約
期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが２１，５９１百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くに
は、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当組合が実行申し込みを受けた
融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条件が付けられております。また、契約時に
おいて必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている
当組合内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等
を講じております。

（注）２９． 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

繰延税金資産
個別貸倒引当金損金算入限度超過額 ６７７百万円
貸出金償却損金算入限度超過額 １０２
固定資産減損損失損金算入限度超過額 ８５
減価償却損金算入限度超過額 ５４
役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 ７９
有価証券減損損失損金算入限度超過額 ２４
賞与引当金損金算入限度超過額 ２４
その他 ２４
繰延税金資産小計 １，０７３

評価性引当額 △７１１
繰延税金資産合計 ３６１
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 －
繰延税金負債合計 －
繰延税金資産の純額 ３６１百万円

（注）３０． 重要な会計上の見積り
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に
係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
（１） 貸倒引当金 １，３９２百万円
（２） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

当組合は、自己査定基準（マニュアル）に基づき、債務者の財務情報や入手可能な外部情
報等により、債務者ごとにその債務者区分（正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先、破
綻先）を決定し、重要な会計方針として（注）７．に記載した算出方法により貸倒引当金を計上し
ております。これに加えて当事業年度の実績により信用リスクが高まったと推測される業種のう
ち、条件変更を行った正常先、要注意先（その他）、要注意先（要管理先）について、実績率を
補正して追加的な引当金２８百万円を計上しております。

② 主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判断における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債

務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は各貸出先の収益獲得能力を個別に
評価し、設定しております。貸出先によっては、将来における改善見通しを具体化した経営改善
計画等の策定見込等が、より重要な判断要素となる場合があります。

③ 翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年

度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
（注）３１． 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

（１） 当該資産除去債務の概要
「大気汚染防止法の一部を改正する法律」に基づき、店舗に使用されている有害物質を除去
する義務に関して資産除去債務を計上しています。

（２） 当該資産除去債務の金額の算定方法
当該店舗の使用見込期間を２０年と見積り、割引率は当該期間に見合う国債の利回りを使用

して資産除去債務の金額を算定しています。
（３） 当該資産除去債務の総合の増減

期首残高 －百万円
当期認識額 ２６百万円
時の経過による調整額 ０百万円
資産除去債務の履行による減少額 －百万円
期末残高 ２６百万円
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（注）１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等
の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

（注）２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約
に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（１に掲げるものを除く。）で
す。

（注）３．「要管理債権」とは、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金です。
（注）４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金

（１及び２に掲げるものを除く。）です。
（注）５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金（１、２及び４に掲げるもの
を除く。）です。

（注）６．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権（１、２及び３に掲げるものを除
く。）です。

（注）７．「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認
められる額の合計額です。

（注）８．「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。
（注）９．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照

表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているもの
であって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出
金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの
並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約に
よるものに限る。）です。

（注）１０．金額は決算後（償却後）の計数です。

科 目 令和４年度 令和５年度
経 常 収 益 ６，８１７，７５１ ７，２８３，１８９
資 金 運 用 収 益 ６，０７４，２８８ ６，２５３，０３１
貸 出 金 利 息 ４，９９８，５３１ ５，１３３，３６７
預 け 金 利 息 ２０８，１２２ １７３，９２８
買入手形利息及びコールローン利息 ―― ――
買 現 先 利 息 ―― ――
債券貸借取引受入利息 ―― ――
有価証券利息配当金 ７４６，５１４ ８２６，２７８
その他の受 入 利 息 １２１，１２０ １１９，４５７
役 務 取 引 等 収 益 ３５０，２５２ ３８０，８５９
そ の 他 業 務 収 益 ８１，２０５ ２１，４５７
そ の 他 経 常 収 益 ３１２，００４ ６２７，８３９
貸倒引当金戻 入 益 １３９，７４３ ――
償 却 債 権 取 立 益 ６２，９６１ ６１，９３６
持分法による投資利益 ―― ――
その他の経 常 収 益 １０９，２９９ ５６５，９０３

経 常 費 用 ４，９６８，９８５ ５，７２６，４４７
資 金 調 達 費 用 １６９，７８７ １９３，３１７
預 金 利 息 １６８，７５９ １９２，７３６
譲 渡 性 預 金 利 息 ―― ――
給付補填備金繰入額 １，０２７ ５８１
借 用 金 利 息 ―― ――
売渡手形利息及びコールマネー利息 ―― ――
売 現 先 利 息 ―― ――
債券貸借取引支払利息 ―― ――
コマーシャル・ペーパー利息 ―― ――
その他の支 払 利 息 ―― ――
役 務 取 引 等 費 用 ５４２，８４１ ５７４，３２３
そ の 他 業 務 費 用 ２１２，６５５ ５３３，８９８
経 費 ３，７０６，９９２ ３，８４２，４０９
そ の 他 経 常 費 用 ３３６，７０９ ５８２，４９９
貸 出 金 償 却 ―― ――
貸倒引当金繰入額 ―― ２７９，５４９
その他の経 常 費 用 ３３６，７０９ ３０２，９５０
持分法による投資損失 ―― ――

経 常 利 益 １，８４８，７６５ １，５５６，７４１
特 別 利 益 ３６，９３２ １８
固 定 資 産 処 分 益 ９，３５０ １８
そ の 他 の 特 別 利 益 ２７，５８１ ――
特 別 損 失 ３６，８６１ ２，３４７
固 定 資 産 処 分 損 ６５ １，４６８
減 損 損 失 ３５，６９５ ８７９

令和４年度 令和５年度
（資 本 剰 余 金 の 部）
資 本 剰 余 金 期 首 残 高 ―― ――
資 本 剰 余 金 増 加 高 ―― ――
資 本 剰 余 金 期 末 残 高 ―― ――
（利 益 剰 余 金 の 部）
利 益 剰 余 金 期 首 残 高 ６，６７８，５９４ ８，４０１，８１６
利 益 剰 余 金 増 加 高 １，８３１，８０３ １，１７９，７６５
親会社株主に帰属する当期純利益 １，８１４，２５６ １，１７８，９９１
そ の 他 １７，５４７ ７７３
利 益 剰 余 金 減 少 高 １０８，５８２ １１１，８２５
親会社株主に帰属する当期純損失 ―― ――
配 当 金 １０８，５８２ １１１，８２５
自己優先出資消却額 ―― ――
そ の 他 ―― ――
利 益 剰 余 金 期 末 残 高 ８，４０１，８１６ ９，４６９，７５６

科 目 令和４年度 令和５年度
そ の 他 の 特 別 損 失 １，１００ ――
税金等調整前当期純利益 １，８４８，８３６ １，５５４，４１１
法人税、住民税及び事業税 ３４，８５５ ３７２，３７１
法 人 税 等 調 整 額 △２７５ △３，０４７
当 期 純 利 益 １，８１４，２５６ １，１７８，９９１
非支配株主に帰属する当期純利益 ―― ――
親会社株主に帰属する当期純利益 １，８１４，２５６ １，１７８，９９１

残高
（A）

担保・保証額
（B）

貸倒引当金
（C）

保全額
（D）＝（B）＋（C）

保全率
（D）/（A）

引当率
（C）/（A－B）

破 産 更 生 債 権 及 び
こ れらに 準 ず る 債 権

令和４年度 １，０６９ ７９４ ２７５ １，０６９ １００．００％ １００．００％
令和５年度 ８２４ ６０３ ２２１ ８２４ １００．００％ １００．００％

危 険 債 権 令和４年度 ３，３６５ １，１７２ ９２４ ２，０９６ ６２．３１％ ４２．１５％
令和５年度 ４，０９９ １，２６４ ６７４ １，９３９ ４７．３０％ ２３．８０％

要 管 理 債 権 令和４年度 ３９ １９ １９ ３９ １００．００％ １００．００％
令和５年度 ６６ ４２ ２３ ６６ １００．００％ １００．００％

三月以上延滞 債 権 令和４年度 ３９ １９ １９ ３９ １００．００％ １００．００％
令和５年度 ６６ ４２ ２３ ６６ １００．００％ １００．００％

貸出条件緩和 債 権 令和４年度 ０ ０ ０ ０ ０．００％ ０．００％
令和５年度 ０ ０ ０ ０ ０．００％ ０．００％

小 計 令和４年度 ４，４７４ １，９８６ １，２１８ ３，２０５ ７１．６５％ ４９．００％
令和５年度 ４，９９０ １，９０９ ９２０ ２，８３０ ５６．７１％ ２９．８７％

正 常 債 権 令和４年度 ２７３，８２５
令和５年度 ２９５，７１８

合 計 令和４年度 ２７８，２９９
令和５年度 ３００，７０８

連結損益計算書 （単位：千円）

（令和５年度連結損益計算書の注記事項）

（注）１． 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記については、表示単位未満
を切り捨てて表示しております。

（注）２． 子会社との取引による収益総額 １百万円
子会社との取引による費用総額 ７９百万円

（注）３． 出資１口当たりの当期純利益 ８円３２銭
（注）４． 当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

地 域 主な用途 種 類 減損損失（千円）
宇佐市内 遊休資産 所有不動産 ８７９

合 計 ８７９
営業用店舗については、営業店（本店営業部、各支店（出張所含む））毎に継続的な収支の把握を
行っていることから各営業店を、遊休資産は各資産を、それぞれグルーピングの最小単位としておりま
す。本部、事務センター、研修センター、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さ
ないことから共用資産としております。
継続的な地価の下落等により、資産グループの１ヶ所の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
減少額８７９千円を「減損損失」として特別損失に計上しております。
なお、当事業年度の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であります。正味売
却価額は、不動産鑑定士の鑑定評価結果をもって、合理的に算定しております。

連結剰余金計算書 （単位：千円）

連結協金法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況 （単位：百万円、％）
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令和４年度 令和５年度
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 ⑴
普 通 出 資 又 は 非 累 積 的 永 久 優 先 出 資 に 係 る 組 合 員 勘 定 又 は 会 員 勘 定 の 額 ２２，３７９ ２３，３２３
うち、出資金及び資本金剰余金の額 １４，０９１ １３，９６９
うち、利益剰余金の額 ８，３９９ ９，４６６
うち、外部流出予定額（△） １１１ １１２
うち、上記以外に該当するものの額 ―― ――

コ ア 資 本 に 算 入 さ れ る そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 又 は 評 価 ・ 換 算 差 額 等 ―― ――
うち、為替換算調整勘定 ―― ――
うち、退職給付に係るものの額 ―― ――

コ ア 資 本 に 係 る 調 整 後 非 支 配 株 主 持 分 の 額 ―― ――
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 算 入 さ れ る 引 当 金 の 合 計 額 ３７１ ４５２
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 ３７１ ４５２
うち、適格引当金コア資本算入額 ―― ――

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第３条第１２項及び第１３項）によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ――
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第４条第６項）によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ―― ――
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の４５パーセントに相当する額のうち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第５条第７項）によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ６９
非支配株主持分のうち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第７条第８項又は第９項）によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ―― ――
コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 イ ２２，８２０ ２３，７７６
コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 ⑵
無 形 固 定 資 産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合 計 額 ７０ ５７
うち、のれんに係るものの額 ―― ――
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 ７０ ５７
繰 延 税 金 資 産 （ 一 時 差 異 に 係 る も の を 除 く 。） の 額 ―― ――
適 格 引 当 金 不 足 額 ―― ――
証 券 化 取 引 に 伴 い 増 加 し た 自 己 資 本 に 相 当 す る 金 額 ―― ――
負 債 の 時 価 評 価 により生じた 時 価 評 価 差 額 であって 自 己 資 本 に 算 入される額 ―― ――
退 職 給 付 に 係 る 資 産 の 額 ―― ――
自 己 保 有 普 通 出 資 等（ 純 資 産 の 部 に 計 上 さ れ る も の を 除 く 。）の 額 ―― ――
意 図 的 に 保 有 し て い る 他 の 金 融 機 関 等 の 対 象 資 本 調 達 手 段 の 額 ―― ――
少 数 出 資 金 融 機 関 等 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 ―― ――
信 用 協 同 組 合 連 合 会 の 対 象 普 通 出 資 等 の 額 ―― ――
特 定 項 目 に 係 る １０ パ ー セ ン ト 基 準 超 過 額 ―― ――
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ―― ――
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ―― ――
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ―― ――
特 定 項 目 に 係 る １５ パ ー セ ン ト 基 準 超 過 額 ―― ――
うち、その 他 金 融 機 関 等 の 対 象 普 通 出 資 等に該 当するものに関 連 するものの 額 ―― ――
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無 形 固 定 資 産に関 連するものの 額 ―― ――
うち 、繰 延 税 金 資 産（ 一 時 差 異 に 係 るも の に 限 る 。）に 関 連 す るも の の 額 ―― ――

コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目 の 額 ロ ７０ ５７
自 己 資 本
自 己 資 本 の 額 （ イ ― ロ ） ハ ２２，７４９ ２３，７１９
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 ⑶
信 用 リ ス ク ・ ア セ ッ ト の 額 の 合 計 額 ２３６，６０３ ２５１，２２５
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △５，５００ △５，５０２
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △７，０４９ △７，０４９
うち、上記以外に該当するものの額 １，５４８ １，５４７

オ ペ レ ー ショナ ル・リス ク 相 当 額 の 合 計 額 を ８ パ ー セ ント で 除し て 得 た 額 １０，２３２ １０，６６７
信 用 リ ス ク ・ ア セ ッ ト 調 整 額 ―― ――
オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク 相 当 額 調 整 額 ―― ――
リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 の 額 の 合 計 額 ニ ２４６，８３６ ２６１，８９２
連 結 自 己 資 本 比 率
連 結 自 己 資 本 比 率 （ ハ ／ ニ ） ９．２１％ ９．０５％

自己資本の充実の状況等～定量的な開示事項（連結）～

連結における事業年度の開示事項
（１）自己資本比率告示第６条第１項第２号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社のうち、規制上の所有
自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額
該当ありません。

（単位：百万円）（２）自己資本の構成に関する事項

（注） 自己資本比率の算出方法を定めた、「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第１４条の２の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がそ
の保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成１８年金融庁告示第２２号）」に係る算式に基づき算出しております。なお、当組合は国内基準
により自己資本比率を算出しております。
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（注）１． 所要自己資本の額＝リスクアセット×４％
２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取

引の与信相当額です。
３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅

供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっている
もの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会、漁業
信用基金協会及び農業信用基金協会のことです。

４．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に

係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向
け」においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

５． オペレーショナルリスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉
粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％
直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

÷８％

６． 連結総所要自己資本額＝連結自己資本比率の分母の額×４％

令和４年度 令和５年度
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ．信用リスクアセット・所要自己資本の合計額 ２３６，６０３ ９，４６４ ２５１，２２５ １０，０４９
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー ２４２，１０４ ９，６８４ ２５６，７２７ １０，２６９
（ⅰ）ソブリン向け ３，８５８ １５４ ３，３８７ １３５
（ⅱ）金融機関向け ３７，６８６ １，５０７ ３７，５５９ １，５０２
（ⅲ）法人等向け ７６，１８８ ３，０４７ ８１，２４２ ３，２４９
（ⅳ）中小企業等・個人向け ７４，１０９ ２，９６４ ７８，４６２ ３，１３８
（ⅴ）抵当権付住宅ローン ２，２７６ ９１ ２，１１７ ８４
（ⅵ）不動産取得等事業向け ２７，９５６ １，１１８ ３３，０７５ １，３２３
（ⅶ）三月以上延滞等 ２，８７０ １１４ ３，２０２ １２８
（ⅷ）出資等 ３，６４５ １４５ ３，６９１ １４７

出資等のエクスポージャー ３，６４５ １４５ ３，６９１ １４７
重要な出資のエクスポージャー ―― ―― ―― ――

（ⅸ）他の金融機関等の対象資本調達手
段のうち対象普通出資等に該当するも
の以外のものに係るエクスポージャー ―― ―― ―― ――

（ⅹ）信用協同組合連合会の対象普通出資等
であってコア資本に係る調整項目の額に算
入されなかった部分に係るエクスポージャー ―― ―― ―― ――

（ⅺ）その他 １３，５１４ ５４０ １３，９８８ ５５９
②証 券 化 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー ―― ―― ―― ――
③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー ０ ０ ０ ０
ルック・スルー方式 ０ ０ ０ ０
マンデート方式 ―― ―― ―― ――
蓋然性方式（２５０％） ―― ―― ―― ――
蓋然性方式（４００％） ―― ―― ―― ――
フォールバック方式（１２５０％） ―― ―― ―― ――

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 １，５４８ ６１ １，５４７ ６１
⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係
る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 △７，０４９ △２８１ △７，０４９ △２８１
⑥CVAリスク相当額を８％で除して得た額 ―― ―― ―― ――
⑦中央清算機関関連エクスポージャー ―― ―― ―― ――

ロ．オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク １０，２３２ ４０９ １０，６６７ ４２６
ハ．連 結 総 所 要 自 己 資 本 額（イ＋ロ） ２４６，８３６ ９，８７３ ２６１，８９２ １０，４７５

（３）自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）
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（注）１．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸越等のコミットメントの与信相当額、デリバティブ取引を除くオフ・バランス取引の与信相当額の合計額です。
２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌月から３ヵ月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです。
３． 業種区分の「その他」は、裏付けとなる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等及び業種区分や期間区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には有形固定資産等の資産や金融機関、

学校法人、権利能力なき社団・財団等が含まれます。
４． CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
５． 当組合は、信用リスクエクスポージャーにおけるデリバティブ取引は該当ありません。

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
三月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外の

オフ・バランス取引
債 券 その他

（投資信託等）

令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度
国 内 ５３５，５５０ ５３９，７７５ ２７８，６６５ ３０１，１５５ １０５，４６９ ９８，４９４ １５１，４１５ １４０，１２５ ３，６８７ ３，６１６
国 外 ７，１０９ ４，４０６ ―― ―― ７，１０９ ４，４０６ ―― ―― ―― ――
地 域 別 合 計 ５４２，６５９ ５４４，１８１ ２７８，６６５ ３０１，１５５ １１２，５７９ １０２，９００ １５１，４１５ １４０，１２５ ３，６８７ ３，６１６
製 造 業 １７，８５８ １７，３３４ ８，７３５ ８，１１１ ９，１２２ ９，２１２ １ １１ ２６ ７９
農 業 、 林 業 ２，７６１ ２，７２６ ２，７６１ ２，７２６ ―― ―― ―― ―― ―― ２４
漁 業 ９５１ ８７９ ９５１ ８７９ ―― ―― ―― ―― ２１６ ２２１
鉱業、採石業、砂利採取業 １，３１６ １，６９３ ４１６ ７９３ ８９９ ９００ ―― ―― ―― ――
建 設 業 ２３，３６１ ２３，１８６ ２２，６６１ ２２，４８６ ７００ ７００ ―― ―― ２５１ ３３０
電気、ガス、熱供給、水道業 ６，６９７ ６，４５０ １，２８３ １，２５２ ５，３９５ ５，１９７ １７ １ ―― ――
情 報 通 信 業 ２，７０６ ２，８６１ １，０２５ ９８５ １，６０１ １，８０２ ７８ ７３ ―― ――
運 輸 業 、郵 便 業 ９，５０２ ９，５０１ ５，８２７ ５，３５９ ３，６０４ ４，１０４ ７０ ３６ ―― １８
卸 売 業 、小 売 業 ２０，７１５ １９，４５５ １７，９３６ １７，１２０ ２，７０４ ２，３０２ ７４ ３１ １８６ ７９
金 融 、 保 険 業 １５１，９１８ １４０，４３３ １，４３５ １，５０３ １６，８２６ １４，５２３ １３３，６５７ １２４，４０６ ―― ――
不 動 産 業 ４３，３６７ ４５，３７１ ３８，７７８ ４０，５７９ ４，５８９ ４，７９２ ―― ―― ２７４ ２７５
物 品 賃 貸 業 １，２３６ １，２４７ ６３５ ６４１ ６００ ６０６ ―― ―― ―― ――
学術研究、専門・技術サービス業 ２，７５８ ２，６５１ ２，７５８ ２，６５１ ―― ―― ―― ―― ４ １
宿 泊 業 １７，２１３ １６，８６７ １７，２１３ １６，８６７ ―― ―― ―― ―― １，７６７ １，７２７
飲 食 業 ５，６７４ ６，０４７ ５，６７４ ６，０４７ ―― ―― ―― ―― ２２０ １７５
生活関連サービス業、娯楽業 １０，１９４ １０，９３６ １０，１９０ １０，９３２ ―― ―― ４ ４ ３７０ ２２２
教 育 、学 習 支 援 業 ２，４８４ ２，３１０ ２，４８４ ２，３１０ ―― ―― ―― ―― ―― ――
医 療 、 福 祉 １２，３６８ １３，５１５ １２，３６８ １３，５１５ ―― ―― ―― ―― ４ ３０
そ の 他 の サ ー ビ ス １４，４７６ １５，２７５ １４，４５７ １５，２５４ ―― ―― １９ ２１ ５７ ２８
そ の 他 の 産 業 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――
国・地 方 公 共 団 体 １０３，８７７ １０８，３９３ ３７，３１１ ４９，６２８ ６６，５３４ ５８，７５９ ３１ ６ ―― ――
個 人 ６８，３４１ ７６，２５３ ６８，３４１ ７６，２５３ ―― ―― ―― ―― ３０７ ４００
そ の 他 ２２，８７６ ２０，７８５ ５，４１７ ５，２５２ ―― ―― １７，４５９ １５，５３２ ―― ――
業 種 別 合 計 ５４２，６５９ ５４４，１８１ ２７８，６６５ ３０１，１５５ １１２，５７９ １０２，９００ １５１，４１５ １４０，１２５ ３，６８７ ３，６１６
１ 年 以 下 ４５，９０７ ４７，２８１ ４０，２０２ ４０，１３３ ５，６８４ ７，１３７ ２０ １０
１ 年 超 ３ 年 以 下 ２６，６３５ ２７，１８９ １４，８３８ １５，８６８ １１，７９１ １１，３１５ ５ ５
３ 年 超 ５ 年 以 下 ３４，５５０ ３８，２４８ １６，５５５ １７，７７７ １７，９９５ ２０，４７１ ―― ――
５ 年 超 ７ 年 以 下 ３５，０９３ ４７，５２９ １８，１２７ ２９，８１５ １６，９５９ １７，７１３ ６ ――
７ 年 超 １０ 年 以 下 ６９，６３３ ５９，９４５ ５０，２２０ ４８，３３８ １９，４１２ １１，６０７ ―― ――
１０ 年 超 １７８，８２６ １８３，２７１ １３８，０９１ １４８，６１５ ４０，７３５ ３４，６５５ ―― ――
期間の定めのないもの １４０，７５１ １２８，５６８ ５９４ ３５ ―― ―― １４０，１５７ １２８，５３２
そ の 他 １１，２６０ １２，１４７ ３４ ５７０ ―― ―― １１，２２５ １１，５７６
残 存 期 間 別 合 計 ５４２，６５９ ５４４，１８１ ２７８，６６５ ３０１，１５５ １１２，５７９ １０２，９００ １５１，４１５ １４０，１２５

（４）信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）
イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
〈地域別・業種別・残存期間別〉 （単位：百万円）

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
５０ページ参照
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告示で定める
リスク・ウェイト区分

（％）

エクスポージャーの額
令和４年度 令和５年度

格付有り 格付無し 格付有り 格付無し
０％ ―― １１６，７５２ ―― １０８，４１０
１０％ ―― ３４，９３４ ―― ３０，２４２
２０％ ５，００９ １３０，３９３ ６，４１０ １２９，７４６
３５％ ―― ６，５０４ ―― ６，０４９
５０％ ２４，６０６ ９９１ ２４，４０５ ８９２
７５％ ―― １０１，３６４ ―― １０７，２２８
１００％ ６１１ １２０，５４５ ２１１ １２８，８８７
１５０％ ―― ９４３ ―― １，６９５
２５０％ ―― ―― ―― ――
１２５０％ ―― ―― ―― ――

そ の 他 ―― ―― ―― ――
合 計 ５４２，６５８ ５４４，１８１

個別貸倒引当金 貸出金償却期末残高 期中増減額
令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度

製 造 業 ２ ―― △３ △２ ―― ――
農 業 、 林 業 ０ ―― ０ △０ ―― ――
漁 業 ５５ ３２ ４４ △２２ ―― ――
鉱業、採石業、砂利採取業 ―― ―― ―― ―― ―― ――
建 設 業 ６４ ４５ △１４ △１８ ―― ――
電気、カ゛ス、熱供給、水道業 ―― ―― ―― ―― ―― ――
情 報 通 信 業 ―― ―― ―― ―― ―― ――
運 輸 業 、郵 便 業 ―― ―― ―― ―― ―― ――
卸 売 業 、小 売 業 ７２ ４４ △５８ △２８ ―― ――
金 融 、 保 険 業 ―― ―― ―― ―― ―― ――
不 動 産 業 １６５ ９８ △９８ △６７ ―― ――
物 品 賃 貸 業 ―― ―― ―― ―― ―― ――
学術研究、専門・技術サービス業 ―― ０ ―― ０ ―― ――
宿 泊 業 ５２１ ４６２ △９３ △５９ ―― ――
飲 食 業 ４７ ３３ △１９ △１３ ―― ――
生活関連サービス業、娯楽業 ５５ ５１ △８９ △３ ―― ――
教 育 、学 習 支 援 業 ―― ―― ―― ―― ―― ――
医 療 、 福 祉 ―― ２ ―― ２ ―― ――
そ の 他 の サ ー ビ ス ３９ ２２ △８２ △１６ ―― ――
そ の 他 の 産 業 ―― ―― ―― ―― ―― ――
国・地 方 公 共 団 体 ―― ―― ―― ―― ―― ――
個 人 ２１８ １４５ １１３ △７３ ―― ――
そ の 他 ―― ―― ―― ―― ―― ――
合 計 １，２４４ ９３９ △３０１ △３０５ ―― ――

ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等 （単位：百万円）

（注）当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。

ニ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 （単位：百万円）

（注）１． 格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
２． エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
３． コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャー

は含まれておりません。



Disclosure 2024

資
料
編
／
計
数
資
料（
連
結
）

６３

令和４年度 令和５年度
貸借対照表計上額 時 価 貸借対照表計上額 時 価

上 場 株 式 等 ５４１ ５４１ ６７８ ６７８
非上場株式等 １，４７９ １，４７９ １，５０３ １，５０３
合 計 ２，０２０ ２，０２０ ２，１８１ ２，１８１

令和４年度 令和５年度
売 却 益 ２５ ８３
売 却 損 ―― ――
償 却 ―― ――

令和４年度 令和５年度
評 価 損 益 ７０ ３２５

信用リスク削減手法
ポートフォリオ

適格金融資産担保 保 証 クレジット・デリバティブ
令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度 令和４年度 令和５年度

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー １６，０５１ ４，１９０ １，１００ １，１００ ―― ――
① ソ ブ リ ン 向 け ―― ―― １，１００ １，１００ ―― ――
② 金 融 機 関 向 け １１，９３９ ―― ―― ―― ―― ――
③ 法 人 等 向 け １，５９１ １，６６２ ―― ―― ―― ――
④ 中小企業等・個人向け ２，４４８ ２，４９４ ―― ―― ―― ――
⑤ 抵 当 権 付 住 宅ローン ―― ―― ―― ―― ―― ――
⑥ 不動産取得等事業向け ５０ １９ ―― ―― ―― ――
⑦ 三 月 以 上 延 滞 等 １２ １１ ―― ―― ―― ――
⑧ 出 資 等 ―― ―― ―― ―― ―― ――
出資等のエクスポージャー ―― ―― ―― ―― ―― ――
重要な出資のエクスポージャー ―― ―― ―― ―― ―― ――

⑨ 他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通出
資等に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー ―― ―― ―― ―― ―― ――

⑩ 信用協同組合連合会の対象普通出資等であってコア資本に係
る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー ―― ―― ―― ―― ―― ――
⑪ そ の 他 １０ ２ ―― ―― ―― ――

（５）信用リスク削減手法に関する事項

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー （単位：百万円）

（注）１． 当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。
（注）２． 上記「保証」には、告示（平成１８年金融庁告示第２２号）第４５号（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会により保証されたエクスポージャー）、第４６条（株式会社地域経済活性化支援機

構等により保証されたエクスポージャー）を含みません。

（６）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
当組合は、派生商品取引及び長期決済期間取引を行っておりません。

（７）証券化エクスポージャーに関する事項
当組合は、証券化取引を行っておりません。

（８）出資等エクスポージャーに関する事項
イ．貸借対照表計上額及び時価 （単位：百万円）

（注）投資信託等の複数の資産を裏付とするエクスポージャー（いわゆるファンド）のうち、上場・非上場の確認が困難なエクスポージャーについては、非上場株式等に含めて
記載しています。

ロ．出資等エクスポージャーの売却及び
償却に伴う損益の額 （単位：百万円）

ハ．貸借対照表で確認され、かつ、損益計算書で
認識されない評価損益の額 （単位：百万円）

（注）「貸借対照表で確認され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、その他有価証券の評
価損益です。

（注）投資信託等の複数の資産を裏付とするエクスポージャー（いわゆるファンド）にかかる売買損益は含まれ
ておりません。
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多くの皆さまにご高覧いただ
き、当組合に対するご理解を
一層深めていただければと考
えています！

第６回けんしんロールプレイング全店大会

令和４年度 令和５年度
評 価 損 益 ―― ――

令和４年度 令和５年度
ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー ６，３０１ ４，１４２
マンデート方式を適用するエクスポージャー ―― ――
蓋然性方式（２５０％）を適用するエクスポージャー ―― ――
蓋然性方式（４００％）を適用するエクスポージャー ―― ――
フォールバック方式（１２５０％）を適用するエクスポージャー ―― ――

IRRBB１：金利リスク

項
番

イ ロ ハ ニ
⊿EVE ⊿ NII

当期末 前期末 当期末 前期末
１ 上方パラレルシフト ２，８４５ ４，７３０ △７５９ △６４４
２ 下方パラレルシフト ―― ―― △９９ △１８４
３ スティープ 化 ２，３７６ ４，１６３
４ フ ラ ット 化
５ 短期金利上昇
６ 短期金利低下
７ 最 大 値 ２，８４５ ４，７３０ △９９ △１８４

ホ ヘ
当期末 前期末

８ 自己資本の額 ２３，７１９ ２２，７４９

ニ．貸借対照表及び損益計算書で
認識されない評価損益の額 （単位：百万円）

ホ．リスク・ウェイトのみなし計算が適用される
エクスポージャーに関する事項 （単位：百万円）

（注）「貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、子会社株式及び関連会社の評価
損益です。

（９）金利リスクに関する事項 （単位：百万円）

（注）１． 当局の開示定義に従い、⊿EVEのプラス表示は経済的価値減少、⊿NIIのプラス表示は期間収益減少を示しております。
（注）２． 金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。


